
3 循環型社会の構築
（1）循環資源物流システムの構築

①海上輸送を活用した循環資源物流ネットワークの形成
　循環型社会の構築に向けて循環資源の「環」を形成するため、循環資源の広域流動の拠点とな
るリサイクルポート（総合静脈物流拠点港）として、全国22港が指定されています。国土交通
省では、積替・保管施設等の循環資源取扱支援施設といった港湾施設の整備等、必要な支援を実
施しています。

また、循環資源に関する物流ネットワークの拠点となる物流機能や高度なリサイクル技術を有
する産業の集積を有する港湾を「循環経済拠点港湾（サーキュラーエコノミーポート）」として
選定し、港湾を核とする物流システムの構築による広域的な資源循環を促進することを検討して
います。

57

3 循環型社会の構築

出典：国土交通省

●リサイクルポート施策の概要



②海面処分場の計画的な整備の推進
　港湾整備により発生する浚渫土砂や内陸部での最終処分場の確保が困難な廃棄物等を受け入れ
るため、海面処分場の計画的な整備を進めています。特に大阪湾では、大阪湾フェニックス計画
に基づいて広域処理場を整備し、大阪湾圏域から発生する廃棄物等を受け入れています。また、
首都圏で発生する建設発生土をスーパーフェニックス計画に基づき海上輸送し、全国の港湾等の
埋立用材として広域利用を行っています。

（2）自動車リサイクル制度の構築

　使用済自動車は年間300 ～ 400万台発生しています。埋立処分場が逼迫している状況で、
80％程度のリサイクル率をさらに向上させなければならないことは喫緊の課題となっていまし
た。また、2004年の時点で、道路等における年間19万5千台以上の不適正保管や2万数千台
に及ぶ大量の自動車の不法投棄の発生は、生活環境の悪化を招き、処理の社会的コストも膨大と
なるためその対策が急がれていました。
　このため、自動車製造業者を中心とした関係者に適切な役割分担を義務づける「使用済自動車
の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」が2005年1月に施行されました。同時に
廃棄車両が自動車リサイクル法に従って解体されたことを確認した上で抹消登録等を行う改正道
路運送車両法及び、使用済自動車に
係る自動車重量税の還付制度が施行
され、これらにより使用済自動車の
適正処理の推進及び不法投棄の防止
が図られています。
　その結果、全国で2023年度末に
は不適正保管車は3,866台（2004
年度比で98.0%の減少）、不法投棄
車は747台（2004年度比で96.7%
の減少）となり、大幅な削減効果が
得られています。
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Ⅲ．運輸部門における主要な環境問題への対策

出典：国土交通省

●海面処分場の計画的な整備の推進

出典：経済産業省、環境省

●自動車リサイクル法の仕組み



（3）船舶のリサイクル

　船舶解体（シップ・リサイクル）（注1）は、インド、バングラデシュ等の開発途上国を中心
に実施されており、労働災害と環境汚染等が問題視されてきました。この問題を国際的に解決す
るため、我が国は世界有数の海運・造船国としてIMOにおける議論及び条約起草作業を主導し、
2009年には「2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約」（シッ
プ・リサイクル条約）が採択されました。
　我が国は、2019年3月にシップ・リサイクル条約を締結するとともに、同条約の早期発効に
向けて各国に対して締結を働きかけてきました。2023年6月にバングラデシュ及びリベリアが
条約締結したことにより、条約の発効要件が充足され、2025年6月26日にシップ・リサイクル
条約が発効しました。
　シップ・リサイクル条約の適正かつ円滑な実施は、シップ・リサイクル施設の労働者の安全確
保や環境保全のみならず、老朽船の円滑な市場退出を通じて、世界の海事産業が持続的に発展し
ていく上で重要です。円滑な条約の実施に向けた国際協力を推進するため、JICAを通じてバング
ラデシュへの技術協力（専門家派遣）等を実施しているほか、日本国内においては、シップ・リサ
イクル条約の国内法である「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」（シップ・リサイク
ル法）を円滑に執行していきます。
　一方、プレジャーボートの船体はFRP（繊維強化プラスチック）製であるため、使用済FRP船
のリサイクルが適切に進むよう、地方ブロックごとに行っている地方運輸局、地方整備局、都道府
県等の情報・意見交換会の場を通じて、一般社団法人日本マリン事業協会が運用している「FRP
船リサイクルシステム」の周知・啓発を図りました。

（注１）寿命に達した船舶は、解体され、その大部分は鋼材として再活用されます。
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● FRP 船リサイクルシステム

出典：一般社団法人日本マリン事業協会


